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併せてP8、9の「いいじゃん このまち」も
ご覧ください。

宅建業免許更新は
お済みですか!?
提出期間は、免許満了日の
90日前から30日前まで

申請書類はHPよりダウンロードできます。

山梨県宅建協会HPのトップページにアクセス！
書式ダウンロード→宅地建物取引業者免許申請からダウンロード！

http://yamanashi-takken.or.jp/
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山梨県収入証紙を
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　（公社）山梨県宅地建物取引業協会で
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住まいの売却ガイド 
─マイホームを初めて売却する方へ─

売却に向けた計画を
立てる

　住まいを売却するときには、税金や宅建業者へ支払
う仲介手数料など、さまざまな費用がかかるものです。
そして、売買代金から、これらの諸費用を差し引いた
残額が、実際の手取り額になります。住まいの買換え
を行う場合には、この手取り額に預貯金を加えた額が
買換えに向けた自己資金となります。
　新たに購入する住まいの資金計画を立てる上で、手
取り額がいくらになるのか、おおよその金額は把握し
ておいたほうがいいでしょう。

1 売却時には、
諸経費がかかります

売却にかかる主な諸費用

税　　金
・印紙税

・所得税、住民税（譲渡益があるとき）

・仲介手数料にかかる消費税

ローン関係
・抵当権の抹消費用

・司法書士への報酬

仲介手数料
・売買価格が400万円以上の場合、

　成約価格× ３ ％＋ ６ 万円（上限）
そ　の　他

・引越し費用

・測量・建物解体費用等（必要に応じて）

■例えば、自宅を4,000万円で売却したら…

【前提条件】

印紙代：10,000円

仲介手数料：1,260,000円※

登記費用（抵当権抹消）：20,000円

土地の測量費用：400,000円

所得税、住民税： ０ 円

住宅ローン残債：2,500万円

①諸費用の計算

（印紙代）（仲介手数料）（登記費用）（測量費用）

10,000円＋1,260,000円＋20,000円＋400,000円＝1,690,000円

②手取り額の計算

（売買代金）　　（諸費用）　　 （住宅ローン残債）

40,000,000円－（1,690,000円＋25,000,000円）＝13,310,000円

※仲介手数料には別途消費税がかかります。

住まいを売却するとき、まずは全体の流れを把握することが大切です。そして、売却
による税金がどうなるのか?
また、手取り額がいくらになるのかなど、資金面の確認をしておくことも重要です。

�

ステップ
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（公社）全国宅地建物取引業協会連合会
（公社）全国宅地建物取引業保証協会
「住まいの売却ガイド」より

消費者
誌上セミナー

　複数の所有者が存在する「共有名義」の不動産を売
却するときは、共有者全員の合意が必要になりますか
ら、事前にしっかりと話し合いをしておきましょう。
　また、親から相続した不動産を売却する場合にも注
意が必要です。なぜなら、遺産分割前の相続不動産は、
相続人全員の共有財産となるので、この時点で売却す
る場合には相続人全員の合意が必要になるからです。
一般的には、売却時のトラブルを避けるため、遺産分
割協議等によって相続人のうちの誰が売主（＝所有者）
となるかを明確にした上で売却します。

3 共有者がいる場合は意思確認を!

　住宅ローンを返済中の住まいを売却する場合、その残額を一括で返済し、住まいに設定されている抵当権を抹
消しなければなりません。売却によって得られる売買代金で住宅ローンを完済することができればよいのですが、
万一、売買代金では不足するような場合、別途、返済用の資金を調達しておく必要が生じます。売却希望価格を
決定する上でも重要なため、住宅ローンを返済中の人は、現時点で借入残高がいくらあるのかを金融機関へ確認
しておきましょう。

2 住宅ローンを返済中のときは、
完済できるのかがポイント!！

□ �登記済証（権利証）または登記識別情報
通知書

□ 購入時の売買契約書・重要事項説明書
□ 各種覚書（売却後も承継される事項）
□ 土地の実測図（確定測量図・現況測量図）
□ �建築確認通知書、検査済証、建築協定書
など

□ 建築工事検査済証
□ 設計図書、仕様書、設備表など
□ 修繕履歴（修繕年月日と修繕内容）
□ パンフレット（新築分譲時のもの）
□ 管理規約、使用細則等（マンションの場合）
□ 総会資料（マンションの場合）

︙

査定依頼に向けて
準備しておくもの

　自宅を売却して譲渡益が出た場合、その譲渡
益に対して所得税、住民税がかかりますが、一
定の要件を満たせば、「3,000万円の特別控除」

や「軽減税率」といった税制面での優遇措置を
受けることができます。
　詳しくは、税務署でご確認ください。

●特例を使って税負担を軽減する。

CHECK
!

自宅を売って譲渡益が出た。そんなときは…
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景品提供の相談事例
（景品規約）

景品類の価額の算定基準

1 景品類の価格の算定基準とは
景品類の価額は、次のように算定します。

・�景品類と同じものが市販されている場合は、景品類
の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価
格によります。
・�景品類と同じものが市販されていない場合は、景品
類を提供する者が、それを入手した価格、類似品の
市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、そ
れを通常購入することとしたときの価格を算定し、
その価格によります。
・�海外旅行への招待又は優待を景品類として提供する
場合の価額の算定も原則としてその旅行商品の市価
によりますが、具体的には次によります。
・�その旅行が、セット旅行（予め旅行地、日数、宿
泊施設、観光サービス等を一定して旅行業者がパ
ンフレット、チラシ等を用いて一般に販売してい
るもの）である場合又はその旅行がセット旅行で
はないが、それと同一内容のセット旅行が他にあ
る場合は、そのセット旅行の価格によります。
・�その旅行がセット旅行ではなく、かつ、その旅行
と同一内容のセット旅行が他にない場合は、その
旅行を提供する者がそれを入手した価格、類似内
容のセット旅行の価格等を勘案して、景品類の価
額を算定し、その価格によります。

2 航空券を提供する場合、早期購入割引航空券や金
券ショップで販売されている格安航空券の価格は市価
とみれるか
市価とは、市販されている商品等については、消費
者が通常購入できる価格をいうものとされています。 
ただし、少数の特定された金券ショップでのみ販売さ
れている著しく安い航空券の価格は市価とは認められ
ません。

3 売主の販売代理を行うので、代理人として100万円
の景品を、これとは別枠で売主も100万円の景品（合
計200万円）を提供したい
景品規約施行規則第 7条第 2項第 2 号は、同一の取
引に附随して 2以上の景品類が提供される場合の景品
類の算定基準として、「他の事業者と共同して行う場
合は、別々の企画によるときでも、共同した事業者の
それぞれについて、これらを合算した額とする」と規

定しています。
したがって、お尋ねの場合は、売主と販売代理人が
それぞれ200万円の景品を提供したものとして取り扱
われますので、提供することはできません。

取引価額

1 景品類の価額の算定の基礎となる「取引価額」とは
取引の相手方に提供できる景品類の限度額は、懸賞
の方法で提供する場合（懸賞景品）と、懸賞の方法に
よらないで提供する場合（総付景品）とに分けて決め
られており、懸賞景品の限度額は取引価額の20倍又は
10万円のいずれか低い額の範囲内、総付景品の限度額
は取引価額の10％又は100万円のいずれか低い額の範
囲内とされています。
景品規約では、取引価額を、売買か賃貸借か、取引
態様は何か等の観点から、次のように規定しています。

1．�不動産事業者自らが売主となって不動産の売買を
する場合は、その不動産の代金を取引価額として
います。

2．�不動産事業者が売主を代理して不動産の販売する
場合は、 １．と同様と考え、その不動産の代金を
取引価額としています。

3．�売主又は販売代理人である不動産事業者と媒介事
業者が共同して景品を提供する場合は、 １．又は
２．と同様と考え、不動産の代金の額を取引価額
としています。

4．�不動産事業者自らが住宅を賃貸する場合は、その
賃貸借契約を締結するために必要な費用の額（名
目のいかんを問わず賃貸借契約満了後に返還され
る金銭を除く。）としています。

5．�不動産事業者自らが土地の賃貸する場合で、権利
金（権利金その他いかなる名義をもってするかを
問わず権利設定の対価として支払われる金銭で
あって返還されないものをいう。）の授受がある
ものについては、その権利金の額を取引価額とし
ています。

6．�不動産事業者が不動産の売買、交換又は賃貸借の
媒介を行う場合は、媒介に際して受けることがで
きる報酬の額としています。

7．�不動産の交換をする場合は、その不動産の価額を
取引価額としています。

｜宅｜建｜業｜者｜誌｜上｜セ｜ミ｜ナ｜ー｜

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会ホームページより転載
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宅地建物取引の判例

　約20年前から賃貸中の土地・建物を購入した買主
が、媒介をした媒介業者に対し、建物に建築基準法
違反があることの説明を怠った義務違反があるとし
て損害賠償を請求した事案において、媒介業者の説
明義務違反は認められたが、買主主張の損害との間
に相当因果関係は認められないとして、その請求を
棄却した事例。（東京地裁　平成30年 9 月21日判決
ウエストロー・ジャパン　棄却）

1 　事案の概要

　買主Ｘ（原告・個人）は、Ｙ（被告・宅建業者）
の媒介により、Ｙが賃貸管理をしていた本件土地建
物（本件不動産）を、売主Ａと代金 1億8200万円で
購入する契約を、平成 8年 2月に締結し、同年 4月
に引渡しを受けた。
　売買当時において、昭和43年 9 月に新築、平成 3
年 1月に増築した本件建物（鉄骨造 3階建）は、 1
階部分を店舗、 2階部分を賃貸マンション、 3階部
分は住宅として使用されていたが、建築確認は受け
ておらず、建ぺい率（60％）の制限を新築時8.85㎡、
増築時49.44㎡超過していた。
　売買に際してＹが行った重要事項説明書には、本
件土地の建築面積の限度（建ぺい率制限）が60％で
あることは記載されていたが、本件建物が建ぺい率
に違反し建築確認を受けていないものであること、

同違反によって買主に生じ得る不利益の有無につい
ての記載・説明はされなかった。
　平成27年 8 月に本件不動産を、Ｂに代金7300万円
で売却したＸは、Ｙに対し、本件リスク（本件建物
について、建ぺい率違反や建築確認を得ていない等
の建築基準法違反があること、特定行政庁から本件
建物が除却命令その他の是正措置の命令を受ける可
能性があること、将来、建物を再築する場合に現状
と同規模の建物を建築することができないこと、建
築基準法に違反する物件の購入については金融機関
が融資しないため、転売が著しく困難であるなどの
リスクがあること等）の説明を怠った説明義務違反
があるとして、
①主位的請求として、平成 8年 2月時点における本
件不動産の適正価格の差額等9026万円余にＸが支
払った借入金利息を加えたとした 1億3100万円
②予備的請求として、Ｘの借入金利息を含む購入支
出金額から保有期間中の賃貸収入とＢに売却した金
額を控除した金額の差額等として 1億3000万円
を請求した。
　Ｙは、「Ｘは本件不動産を自己の居住用及び賃貸
用収益物件として長期間保有する利用目的で、本件
各違反事実を認識していながら問題視せず購入した
ものであり、Ｘがこのような理由により本件リスク
について質問しなかった以上、Ｙが本件リスクにつ

（� ）重説義務違反と損害賠償請求

建築基準法に違反する建物であったことの説明をしなかった媒介業者に
対する買主の損害賠償請求が棄却された事例
� （東京地判 平30・9・21 ウエストロー・ジャパン）

｜宅｜建｜業｜者｜誌｜上｜セ｜ミ｜ナ｜ー｜
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いて説明する必要はない。」と反論した。

2 　判決の要旨

　裁判所は次のとおり判示し、Ｘの請求を棄却した。
（Ｙの説明義務違反について）
　本件建物は、建ぺい率に違反し、建築確認を受け
ていないものであり、不動産を購入しようとする者
にとって、建築基準法に違反するものであるか否か、
違反することによってどのような不利益が生じるか
は、その購入の当否や売買代金の相当性を判断する
にあたり考慮すべき重要な要素である。
　したがって、不動産の購入を仲介するものは、購
入希望者に対し、建築基準法に違反する事実の有
無・内容及びそれによって生じ得る不利益の有無・
内容を重要事項説明書に記載して交付した上、説明
する義務があるというべきであり、これを怠って損
害を発生させた場合、仲介業者は不法行為責任を負
うと解すのが相当である。
　本件各違反事実についてＹが説明したとする形跡
は見られず、本件重要事項説明書に、本件違反事実
は記載されていないことから、Ｙに説明義務違反が
あったと認められる。
（Ｘの損害について）
　本件売買契約を締結したことによって、Ｘは、本
件不動産の購入代金を支出する反面、その所有権を
取得しており、他方、その時点においては、特定行
政庁から本件建物の除却命令その他の是正措置の命
令を受けたり、建物を再築しようとしたが現状と同
規模の建物を建築することができなかったりするな
どの、本件建物が建築基準法に違反していることに
より不利益は発生しておらず、損害は現実化してい
ない。
　また、一般に収益物件を購入する者は、不動産市
況を踏まえ、支出と収益を予測して事業を遂行する
のであって、当該事業が成功するかは、予測の正確
性のほか、広告・宣伝や営業活動によるところが小
さくなく、購入者の判断や行為に左右されるもので
ある。
　そうすると、収益物件が売却されるまでの間に、

仲介業者の説明義務違反によって購入者が知りえな
かった不利益が現実化しているような場合はともか
く、そうでない限り、上記説明義務違反と購入者の
損害の間に相当因果関係を認めることはできない。
　また、Ｘが売却した時点において、本件建物は新
築時から47年、増築時から24年が経過していたこと
から評価は無価値と考えられ、本件不動産について、
本件各違反事実がなければ売却できたであろう価額
が実際の売却代金額を上回っていたということはで
きず、その差額を認めることはできない。
　したがって、本件においてＸの損害を認めること
はできず、Ｘの主位的請求及び予備的請求はいずれ
も理由がない。

3 　まとめ

　本件は、買主が購入時の重要事項説明で、建築基
準法違反及び建築確認を受けていない旨の説明を受
けていれば購入しなかった、説明を受けていなかっ
たことにより損害を負ったと主張したが、裁判所は、
宅建業者の説明義務違反は認めたものの、買主が主
張する損害の発生は認められないとして請求を棄却
した事例である。
　近年、建築基準法違反の説明がなかったとして、
売主業者、媒介業者等が訴えられる事案が見受けら
れるが、宅建業者は、重要事項説明において、確認
済証・検査済証の有無の調査・記載は確実に行い、
建築基準法違反が判明した場合に、その内容だけで
なく予測されるリスクについても記載・説明するこ
とが必要である。

　一般財団法人不動産適正取引推進機構「RETIO」
より
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ほがらか不動産相談所

中村 雅男
弁護士法人中村綜合法律事務所　弁護士
ほがらか信託株式会社　代表取締役

オーナーチェンジ

民法改正で不動産賃貸借のここが変わる ❶

　今回から全３回に渡り、“民法改正で不動産賃貸借のこ
こが変わる”をテーマにして考えてみたいと思います。そ
れでは、弁護士のNと、管理会社勤務のOLのQ子の対話
が始まります。

1　はじめに
Q子（以下「Q」）：先生、今年度は、民法改正と不動産賃

貸借がテーマですね。
N弁護士（以下「N」）：不動産賃貸借に適用される新しい

民法が2020年4月1日から施行されました。全く新
しいルールができたところと、これまでの判例を条文
化したもので実務は大きく変わらないところがありま
す。とくに重要と思われるところを、冒頭の A さん
と B さんを例にして考えてみたいと思います。

Q：よろしくお願いします！

２　売却する場合
Q：A さんは相続対策をきっかけにしてアパートを売却す

るか信託するかを検討されていますが、まず売却する
場合にはどうなるでしょうか。

N：A さんが買主 C さんにアパートを売却したとします。
アパートの新しいオーナーは C さんになります。

Q：C さんが所有者になるのですね。アパートにいる入居
者との関係はどうなりますか。

N：通常は、A さんと C さんとで賃貸借契約についてど
うするかを取り決めることになります。多くの場合は
C さんが新しい賃貸人になるでしょう。

Q：B さんなどの入居者の承諾は要らないのですか？ B
さんからすると勝手に大家さんが変わってしまうのは
不安だと思うのですが。

N：たしかに、大家さんとの個人的な関係が強い場合はそ
ういうこともあるかもしれません。しかし、民法では、
物件を売却して賃貸人も変える合意をするには、入居
者（賃借人）の承諾や同意は不要としています（民法
605の3）。これは、不動産を貸す債務はその所有者
であれば支障なく履行することができるのが普通であ
り、その大家さんでないと貸せないといったものでは
ないからなどと言われています。この点は法改正で明
文化されましたが、これまでの実務と変わりません。

Q：A さんが C さんとの売買契約で、賃貸人をどちらに
するか決めていない場合はどうですか。

N：その場合であっても C さんが賃貸人になります。
Q：自動的に C さんが賃貸人になるのですね。
N：そうです。賃貸人が入居している物件を売却した場合

には、新しい所有者が賃貸人の地位を引き継ぐのです
（民法605の2Ⅰ）。この場合も入居者の承諾は要りま
せん。法改正で明文化されましたが、実務は変わりま
せん。

Q：そうしますと、実際に入居者がいる物件の売却では、
新しい賃貸人を誰にするかを決めても決めなくても一
緒ですね。決めない方がラクですね。

N：いえ。賃貸人が誰になるかだけを考えるとそうなので
すが、敷金についての取り扱いには注意が必要です。

Aは、妻W、長男Xの３人家族であるが、
賃貸用アパート（５室１棟。ローン残高
あり）を所有している。Bは、Aのアパー
トの１室に入居する者である。Aは相続
対策を行うにあたり、アパートを第三者
に売却するか、信託するかを検討してい
る。
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能となったのですね。
N：そのとおりです。立法の理由は、不動産を証券化する

際に物件管理をもとの所有者に委ねたいというニーズ
に応えることにあるようですが、民法605条の2第2
項は、証券化の場合などと限定はありませんので、一
般的なオーナーチェンジでもそのようなことが生じる
ことがあり得るのです。

Q：そうすると、B さんが賃料を支払うべきなのは、賃貸
人である A さんに対してだと思うのですが、B さん
は賃貸人が誰なのかをどうやって確認すればよいので
しょうか。

N：登記では確認できないので、まずは元のオーナーに確
認するのがよいでしょう。

５　信託による場合
Q：次に A さんがアパートを信託する場合について教え

てください。
N：信託をしますと、アパートの所有権が移転しますので、

先ほどの売買と同じように、賃貸人の地位の移転が生
じます。たとえば、A さんが長男 X さんに対し信託
をした場合には、X さんが新所有者かつ新賃貸人とな
るのが原則です。

Q：信託の場合にとくに気をつけた方がよい点はあります
か？

N：A さんの例のように、アパートローンで建てた物件で
まだローンが残っている場合には、そのローン債務を
誰が負うかを決めることになりますので、その点に注
意を要します。

Q：売却の場合は、その代金で残債務を清算することが多
いでしょうから、債務を誰が引き継ぐかということは
問題になりませんね。

N：そうです。信託では、債務を負うのが、A さん（委託
者）か、X さん（受託者）か、又は二人ともの３パター
ンがありえます。どのパターンになるかは債権者であ
る金融機関側の意向も踏まえて決まることになります。

Q：ちなみに民法改正との関係はどうでしょうか。
N：たとえば、ローン債務を X さんに引き受けさせるとし

ますと、A さんもこれまでと同じく債務を負い続ける
場合（併存的債務引受）と、Aさんは免責される場合（免
責的債務引受）とがあります。この債務引受について
は、ルールが明文化されました。いくつかパターンが
あるのでここでは詳しくは説明しきれませんが、法律
改正でこれまでのルールが変更された点があります。

Q：たとえば、どのようなところですか？
N：免責的債務引受について、これまでは債権者（金融

機関）と引受人（X）との間で契約しても、それが債
務者（A）の意思に反しないことが必要とされ、その
意思確認が必要とされていました。しかし、改正によ
り、債権者と引受人との合意をして、債権者が債務者
に通知をすればよいことになりました（民法472Ⅱ）。

Q：手続きが簡易になりますね。 
N：そうですね。
Q：先生、ありがとうございました。
N：こちらこそありがとうございました。

３　オーナー側（AとC）が気をつけたい点
Q：敷金については、改正法で規定が設けられたそうで

すね。
N：はい。民法622条の2です。ただし、敷金を定義する

ものでこれまでの実務を変えるものではありません。
Q：敷金の取り扱いに注意というと……？
N：さきほど、物件を売却すると自動的に賃貸人が交代す

ると言いましたが、敷金については、売主と買主との
間でどうするかも決めておくべきです。預かっている
敷金を入居者に対し返還する債務（敷金返還債務）は、
新しい賃貸人（C）に引き継がれて、元賃貸人（A）
は債務を免れます。たとえば、C さんは B さんから
返還を求められたら敷金を返さなくてはなりません

（民法605の2Ⅳ）。
Q：物件というプラスの財産だけでなく、債務というマイ

ナスの財産も引き受けることになるのですね。
N：A さんと C さんとの間でトラブルになりかねません

ので、物件の売買をする際に、預かり敷金の総額や不
払い賃料の額を確認し、それを売却金額に反映させる
旨を契約書に明記するべきです。

Q：なるほど、後から C さんが敷金分を請求しても A さ
んに元手がないおそれもありますから、精算は早めに
した方がよいですね。C さんが気をつけたい点はあり
ますか？

N：C さんは新たに賃貸人になりますが、入居者に対し賃
料を請求するには、物件の所有権移転登記を得ている
必要があります。これも従来の実務と変わりませんが、
今回法律に明文化されました（民法605の2Ⅲ）。普
通は、物件の売買の決済時に登記も移すと思いますの
で、登記し忘れるということはないと思います。万が
一、入居者（B）から「新しい賃貸人が分からないか
ら払わない」などと言われたときには、自分名義になっ
ている物件の登記簿を示すことになります。

４　入居者（B）側が気をつけたいこと
Q：アパートのオーナーが変わった場合に入居者（B）が

気をつけた方がよい点はありますか。
N：先ほどから“法律は変わったけれど、実務はこれまで

どおり”という説明を何度かしていますが、新しいルー
ルもあります。

Q：どのようなルールですか？
N：これまでは、物件が売却されて所有者が変わるとその

新しい所有者が賃貸人になるというのが原則でした。
そのため、先ほど説明しましたように、物件の登記簿
で所有者となっている人が新しい賃貸人ということで
した。しかし、改正法では、物件の所有権を買主に移
しながらも、賃貸人の地位を留保する旨と譲受人が譲
渡人に賃貸する旨を合意すれば、依然として賃貸人の
地位が移転しないということができるようになりまし
た。改正前は、賃借人の個別の同意が必要とされてい
ました。

Q：A さんの例でいうと、A さんと C さんとがアパート
の売買をしたときに、C さんがアパートの新しい所有
者になりつつ、A さんが賃貸人のままということが可
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いいじゃん
このまち

　道の駅こすげ物産館では、村で
収穫された特産品をはじめ、手作
り工芸品、新鮮な野菜などを販売
しています。源流レストランでは、
小菅村の自然の中で育った食材を
ふんだんに使った料理をお楽しみ
いただけます。道の駅は、川の幸、
山の幸を購入でき味わうことがで
きるのでぜひお立ち寄りください。

営業時間■
【物産館・ふれあい館】※無休（臨時休業あり）
　　4月〜11月：9:00〜18:00・12月〜3月：10:00〜17:00
【源流レストラン・テイクアウト】※水曜日定休(臨時休業あり）
　　4月〜11月：11:00〜17:00（ラストオーダー16:00）
　　12月〜3月：11:00〜16:00（ラストオーダー15:00）

所在地■北都留郡小菅村3445番地

道の駅こすげ　物産館・源流レストラン観光施設

　雄滝は、小菅川の源流域にあり林道から約
10分の遊歩道を歩いた先に巨大な岩によって
裂かれた二
筋の流れが
個性的な造
形美を創り
出す神秘的
な滝です。
天然林の豊
かな緑に囲
まれ、真夏
でもひんや
りとした空
気が漂って
います。

雄滝観光スポット①
　松姫峠から大菩薩・牛ノ寝コースの尾根道を30
分ほど登っていくと鶴寝山山頂に着きます。鶴寝
山山頂では、富士山の絶景を楽しむことができ付
近の森はブナやミズナラなどの巨木が多いことが
特徴です。また、松姫峠山頂には期間限定ではあ
りますがバスの運行があるので鶴寝山を経由し小
菅の湯に降りるコースもおすすめです。

鶴寝山観光スポット②

小菅村

　小菅村は、総面積が52.78k㎡で
そのうち森林が95％を占め、また、
約3割にあたる16.30k㎡が東京都
の水源かん養林になっている自然豊
かな村です。都心から80km圏内に
ありながら、ミズナラやブナなどの
原生林、大型哺乳類や様々な野鳥、
昆虫から可憐な野の花まで、豊かな
自然が残っており登山やトレイルラ
ンニングなど様々なアクティビティ
が楽しめます。
　また、小菅村の自然を活かしたヤ
マメやわさび、こんにゃくなど多く
のおいしい特産品がありこれらの特
産品は、道の駅こすげで購入するこ
とができ、村内の食事処で味わうこ
とができます。人口700人余りの小
さな村ではありますが『源流を誇り
に、みんなが協働する村づくり』を
目標に掲げ取り組んでおります。

人口●718人
世帯●350世帯
面積●52．78k㎡
令和2年6月1日現在

DATA

小菅村の紹介

　毎年5月4日
に開催される
「多摩源流まつ
り」は、水と
火と味の祭典
をテーマに毎
年1万人を超
えるお祭りで
す。会場では、
小菅村だけではなく、多摩川流域や県内の郷土料理やＢ
級グルメを味わうことができ、郷土芸能の披露やマスの
つかみ取り、お松焼きなど様々な催しが行われています。
また、会場付近には全長約200メートルの鯉のぼりが、
悠々と上空を泳いで来場者を出迎えてくれます。

開催日■5月4日　　開催場所■第１スポーツ広場

　山に囲まれ多摩川の源流にあたる小菅
村では、山の幸と水の恵みを活かした多
くの特産品が揃っています。小菅村は、
ヤマメの人工孵化に日本で初めて成功し
た村です。ヤマメの塩焼きやわさび、こ
んにゃくなどの特産品は道の駅こすげ物
産館で購入することができます。

●●●●

特産品

多摩源流まつりイベント
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小菅村のおもてなしスポットをご紹介します

　小菅の湯は多摩源流の大自
然に囲まれた温泉です。小菅
の湯は美肌効果に定評がある
高アルカリ性温泉で肌がつる
つるになることから美人の湯
として評判が高いです。大風
呂をはじめ、露天風呂や五右
衛門風呂、寝湯、イベント風
呂など９つのお風呂がありま
す。また、小菅の湯には食事
処もありヤマメの塩焼き御膳
や川魚のお刺身盛り合わせや
刺身こんにゃく、蕎麦など小
菅村の特産品を味わうことが
できます。
●所在地／北都留郡小菅村3455番地
●営業時間／4月～10月　10：00開館〜19：00閉館
　　　　　　（17：45ラストオーダー・18：00受付終了）
　　　　　　11月～3月　10：00開館〜18：00閉館
　　　　　　（17：00ラストオーダー・17：00受付終了）
●電話／0428-87-0888
●定休日／毎週金曜日※8月と11月は第4金曜日のみお休み
　　　　　※行事によって変更になる場合もございます
●ＵＲＬ／ http://kosugenoyu.jp/

多摩源流温泉　小菅の湯

フォレストアドベンチャー・こ
すげ

　フォレストアドベン
チャー・こすげは、専用
ハーネスを装着し自然の
地形を生かした樹上の
コースをめぐるアウトド
アパークです。コースは
２種類あり身長110cm
以上から利用できるキャ
ノピーコースと小学4年
生以上もしくは140cm
以上から参加できるアドベンチャー
コースがありお子様から大人まで楽
しめる施設となっています。アドベ
ンチャーコースは地上約15mから滑
る「里山ジップスライド」は、爽快
感抜群です。

●所在地／北都留郡小菅村3445番地
●定休日／不定休（12月～翌年3月中旬までは冬季休業）
●ＵＲＬ／ https://forestadventure-kosuge.jimdofree.com/

取材協力／■ 小菅村役場　源流振興課

●所在地／北都留郡小菅村1970
●受付時間／9：00～17：00
●電話／0428-87-0855
●ＵＲＬ／http://genshi-mura.com

原始村キャンプ場
　原始村は、竪穴式横
穴の古代の住居を模し
たバンガローが特徴の
キャンプ場です。敷地
内にはお子様でも安心
して遊べる川辺があり
川遊びをすることがで
きます。また、敷地内
には、バーベキュー施
設がありバーベキュー
をして楽しむことがで
きます。原始村キャンプ場には、宿泊者
の方以外も利用できるそば処が併設され
ています。地元の方々によって一つ一つ
丁寧に作られたそばは、絶品です。

道の駅こすげ

原始村キャンプ場

多摩源流温泉 小菅の湯

139

小菅フィッシングヴィレッジ

フォレストアドベン
チャー・こすげ

小菅フィッシングヴィレッジ

●所在地／北都留郡小菅村4383-1
●営業時間／7：00～17：00
●定休日／なし（12月～2月は休業）
●ＵＲＬ／ https://fishingvillage.jp/

　小菅フィッシング
ヴィレッジは、小菅川
を利用した管理釣り場
で足場もよくお手軽に
渓流釣りを楽しめる釣
り場です。小菅フィッ
シングヴィレッジで放
流する魚は、全て地元
の魚で主にヤマメ、イ
ワナ、ニジマスを放流しています。初心者の方でもレンタ
ルの竿があるので気軽に楽しめます。また、釣った魚は、
有料ですが土日祝日限定で塩焼きにしてくれるサービスが
あります。炭火で焼いた魚は本来の旨味が強くなるので皆
様食べてみてください。

9宅建やまなし



地方公共団体（市町村）が空き家の有効活用を
通じて、人口増のための定住・移住促進及び地
域の活性化を図るため立ち上げた制度です。
（公社）山梨県宅地建物取引業協会では、土地
及び土地建物の売買・賃貸借契約などの媒介業
務に関する部分について、安全・安心な宅地建
物取引を提供するため協力をしています。

※�市町村により、売主（貸主）と買主（借主）が直接
契約交渉する方法「直接型」があるので、詳しくは、
各市町村にお問い合わせください。

現在、当協会が空き家バンクに関する協定を締結してい
る市町村は20市町村あります。
　※当協会と協定をせず、空き家バンクを実施している市町村は含
まれていません。

○甲府市	 ○富士吉田市	 ○都留市	 ○山梨市	
○大月市	 ○韮崎市	 ○南アルプス市	 ○北杜市	
○甲斐市	 ○笛吹市	 ○上野原市	 ○甲州市	
○中央市	 ○市川三郷町	 ○身延町	 ○南部町	
○富士川町	 ○道志村	 ○山中湖村	 ○丹波山村

甲府市と富士川町においては、空き家バンクの他、空き店舗
等を扱う、「甲府市まちなか不動産バンク」「富士川町空き店舗
バンク」も実施しています。

山梨県宅建協会のホーム
ページには、各市町村
の空き家バンクページ
へのリンクがあります。
（http://yamanashi-
takken.or.jp/inaka/）

※市町村によって、異なる場合があります。詳しくは、各市町村にお問い合わせください。
※媒介業務を宅建協会員に依頼する「間接型」の場合になります。

北杜市

韮崎市

南アルプス市

富士川町

早川町

身延町

市川三郷町

中央市中央市

昭和町昭和町

甲
斐
市 甲府市

笛吹市

山梨市

甲州市

丹波山村

小菅村

大月市 上野原市

道志村

都留市西桂町西桂町

忍野村忍野村

山中湖村富士吉田市

富士河口湖町

鳴沢村

南部町

     

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
公
開 

空
き
家
の

利
用
希
望
者

買
い
た
い

借
り
た
い

空
き
家
を

売
り
た
い

貸
し
た
い

空
き
家
を

空
き
家
の

所
有
者

市
町
村

山梨県宅建協会 
（宅建協会員が仲介等を行います）※ 

売買・賃貸借契約 締結 
 

募 集 

申し込み 

現地調査・登録 

利用申し込み 

（利用）登録 

各種問合せ 

見学・相談等 

協 定    

空き家バンクに
登録しよう！

売りたい！
貸したい！

空き家バンクを
利用しよう！

買いたい！
借りたい！

①登録したい物件が所在する市町村に連絡
　・物件登録申込書等の提出
　
②市町村職員と宅建協会員（宅建業者）
　による物件確認

③審査・登録
　・�登録できる物件であれば、市町村から所有
者に登録完了書を通知し、空き家バンクに
物件を登録。

④インターネット等による情報発信
　・物件情報を市町村ホームページで公開。

①�市町村ホームページ等で空き家バ
ンク登録物件の検索

②�利用したい物件が所在する市町村
に連絡

　・利用登録申込書等の提出
　
③希望する物件の見学
　・�宅建協会員（宅建業者）と見学する
日程を調整。

④契約

空き家の活用
田舎暮らし しませんか？空き家バンクで

そもそも空き家バンクって？

空き家バンクを実施する市町村は？
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消費者支援業務委員会では、安心・安全な取引を推進し、消費者の利益の擁護並びに増進のため、一般消費者並
びに宅建協会会員を対象に、消費者セミナーを開催致します。

多くの方々のご参加をお待ちしております。

消費者セミナー開催のご案内
参加費無料

一般消費者の皆様も
お気軽にご参加ください

共
通
事
項

対　　象：一般消費者、宅建協会会員
参 加 費：無料
会　　場：不動産会館　 ３ 階会議室
　　　　　（会館の場所は、本誌の裏表紙に記載してあります）
　　　　　※お車でお越しの方は、会館隣の駐車場をご利用ください
申込方法：一般消費者の皆様は宅建協会までお問い合わせください。
　　　　　（ＴＥＬ：０５５-２４３-４３００）
　　　　　会員各位には事前に開催通知を送付いたします。
注意事項：新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止・延期等させて頂く

場合があります。また、セミナー参加時はマスクの着用等、同感染症対
策へのご協力をお願いします。

事務局からのお知らせ
夏期（お盆）休暇のお知らせ

令和 ２ 年 ８ 月１３日（木）～ ８ 月１６日（日）は、夏期（お盆）休暇とさせて頂きます。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

クールビズの実施について
本会では、地球温暖化防止及び節電への取組が重要であることから、勤務中の服装に関して軽装（クールビズ）

を実施させて頂きます。皆様のご理解をお願い致します。
また、本会にご来館される方も、軽装にてお越しください。
クールビス期間：令和 ２ 年 ５ 月 １ 日（金）～ ９ 月３０日（水）　※１０月は各自の判断で軽装をさせて頂きます。

❖不動産取引セミナー【一般消費者のみ】

❖税金セミナー ❖不動産広告セミナー

 開催日時 　令和 ２ 年 ８ 月２６日（水）
　　　　　　午後 １ 時３０分～午後 ３ 時（午後 １ 時より受付）

 定　　員 　先着３０名

 演　　題 　「イチから学べる、かしこい不動産の買い方・売り方」

 講　　師 　（一財）不動産適正取引推進機構

受講者の皆様には（一財）不動産適正取引推進機構が発行する「不動産売買の手引き」、
「住宅賃貸借（借家）契約の手引き」をプレゼント！

 開催日時 　令和 ２ 年 ９ 月 ４ 日（金）
　　　　　　①午前１０時～正午（午前 ９ 時３０分より受付）
　　　　　　②午後 １ 時３０分～午後 ３ 時３０分（午後 １ 時より受付）
　　　　　　①②とも、同じ内容です。
　　　　　　一般消費者の方は、ご都合の良い時間にお申込ください。
　　　　　　※甲府ブロック会員は①が対象
　　　　　　富士・東部、峡北、巨摩、峡東ブロック会員は②が対象
 定　　員 　両時間帯とも先着３０名

 演　　題 　「わかりやすい不動産の税金～相続・贈与の大事な話～」

 講　　師 　税理士事務所ファインワークス　税理士 小林正幸　氏

 開催日時 　令和 ２ 年 ９ 月１5日（火）
　　　　　　午後 １ 時３０分～午後 ３ 時
　　　　　　（午後 １ 時より受付）

 定　　員 　先着３０名

 研修事項 　・公正競争規約の基礎知識
　　　　　　・おとり広告の措置事例
　　　　　　　と注意点

 講　　師 　（公社）首都圏不動産
　　　　　　公正取引協議会

お知らせ
宅建協会だより
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既存住宅の調査（インスペクション）費用を助成します！
※ 先着50件 
当協会では、中古住宅の流通促進と空き家の発生抑制に資するため、中古住宅の売買時に実施す

る既存住宅状況調査を受ける者に対し、山梨県からの補助を受け、調査費用の１／２（上限５万円）

申請できる方 既存住宅状況調査を実施した売主又は買主 

助成対象となる
既存住宅 

既存住宅状況調査技術者による既存住宅状況調査を実施したもののうち、次のい
ずれにも該当するもの（ただし、既存住宅の所有者は個人に限る） 
１．山梨県内に所在する既存の住宅 
２．居住を目的とする売買に供する一戸建ての住宅（店舗等の用途を兼ねるもの

〈店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のもの〉を
含む） 

助成対象となる
調査 

既存住宅状況調査（毎年度４月上旬以降（※）に行ったもの） 
（既存住宅状況調査技術者が行う建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入
を防止する部分として、宅地建物取引業法施行規則第１５条の７各項に規定する
ものの状況の調査であって、既存住宅状況調査方法基準によるもの） 

調査を実施する
人 

既存住宅状況調査技術者 
（経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として、
宅地建物取引業法施行規則第１５条の８第１項に規定する者） 

助成金の額 調査費用の１/２（上限５万円） 

予定戸数 毎年度 50 戸（※） 

申請・報告期間 毎年度４月上旬（※）～翌年度３月上旬（ただし、予定戸数に達した時点で終了）

助成制度の概要

●既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、
計測等により調査するものです。 

●既存住宅状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士（既存住宅状
況調査技術者）が実施します。

インスペクションとは

・売買する住宅の状態を明らかにして提供
できる 

・売買後のトラブルを未然に防止できる

売主・仲介業者のメリット

・事前に住宅の状態などを把握できる 
・購入前にメンテナンスの見通しが立てられる
・有資格者の客観的な調査のため安心できる

買主のメリット

※令和２年度までを予定。

を助成しております。 

助成制度の概要

既存住宅の調査（インスペクション）費用を助成します！
※先着25件

申請できる方
既存住宅状況調査を実施した売主又は買主（ただし、売主は個人（個人事業者を除く。）
又は宅地建物取引業者（同一年度内において2回までとする。）に限るものとし、買主は個人
（個人事業者を除く。）に限る）

助成対象となる
既存住宅

既存住宅状況調査技術者による既存住宅状況調査を実施したもののうち、次のい
ずれにも該当するもの（ただし、宅地建物取引業者が所有するものにあっては、自ら建
設したものを除く）
1．山梨県内に所在する既存の住宅
2．居住を目的とする売買に供する一戸建ての住宅（店舗等の用途を兼ねるもの〈店

舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの〉を含む）

助成対象となる
調査

既存住宅状況調査及び必要に応じてこれに付随して行う給排水管路の調査で、令
和2年4月1日以降に行ったもの（ただし、一の既存住宅につき１回とする。）
※�既存住宅状況調査技術者が行う建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を
防止する部分として、宅地建物取引業法施行規則第15条の7各項に規定するも
のの状況の調査であって、既存住宅状況調査方法基準によるもの

調査を実施する
人

既存住宅状況調査技術者
（経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として、
宅地建物取引業法施行規則第15条の8第１項に規定する者）

助成金の額 調査費用の1/2（上限5万円）

予定戸数 毎年度25戸

申請・報告期間 令和2年4月27日～令和3年3月12日（ただし、予定戸数に達した時点で終了）
※令和4年度までを予定。
　詳しくは（公社）山梨県宅地建物取引業協会にお問い合わせ下さい。
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公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 
〒400-0853 甲府市下小河原町 237-5（山梨県不動産会館） 

電話 055-243-4300  ホームページ http://yamanashi-takken.or.jp/

＜インスペクションの流れ＞
調査者 ⇔ 申請者（売主・買主）

＜申請手続き＞
申請者（売主・買主） ⇔ 申込窓口

【注意】
※ 調査を実施する前に、必ず助成要綱をご確認ください。
※ 交付申請には次の書類が必要です。

①交付申請書兼実績報告書（様式第１号）、②口座振替申込書、③調査報告書の写し、④調査費領収書の
写し、⑤調査した者の既存住宅状況調査技術者講習の修了証明書の写し、⑥その他必要とされる書類

１ ２ ３ ４ １ ２ ３

調査と申請手続きの流れ

申
込
窓
口

令和２年度　宅地建物取引士 法定講習会
　　　　ご案内と受講のお願い

山梨県宅建協会は、これまで県内で唯一の宅地建物取引士法定講習の指定団体として法定講習会を実施して参りま
したが、令和 ２ 年度より他団体も指定団体となり法定講習を実施することとなりました。

宅建協会では有効期限が近付いた宅建士の皆様には必ず受講のご案内を送付しておりますが、今後は「他団体の実
施する法定講習の受講案内」が送付される場合がありますので、受講を申し込まれる際はお間違えのないようにご注
意ください。

また、宅建士各位におかれましては、これまで通り宅建協会が実施する法定講習会を受講してくださいますよう、
お願い申し上げます。

【お問合せ先】（公社）山梨県宅地建物取引業協会　℡:055-243-4300
第 3 回

　　受　付： ９ 月１１日（金）まで
　　講習日： ９ 月２９日（火）

第 4 回
　　受　付：令和 ３ 年 １ 月１５日（金）まで
　　講習日：令和 ３ 年 １ 月２９日（金）

提 出 書 類
⑴　宅地建物取引士証交付申請書
⑵　�同一のカラー写真 3 枚　 縦 3 cm×横2.4cm（正面

上半身・無帽・無背景）
　　　＊�1 枚は⑴に貼付し、残りの 2 枚は裏面に氏名を

必ず記入して下さい。
⑶　受講希望日調書（対象の講習が複数ある場合のみ）
⑷　受講料・手数料　16,500円

申 込 方 法
●持参による申込み
　�提出書類⑴～⑷を期間内に本会までお持ち下さい。
　�なお、⑴交付申請書は、あらかじめ記入、押印の上ご

持参いただけますようお願い致します。
●郵送による申込み
　�受講料・手数料を指定口座にお振込の上、提出書類⑴

〜⑶を本会宛ご送付下さい。
　�（郵便振替用の払込取扱票や返信用封筒をお送りしま

すのでご連絡下さい）
　　＊�詳細については、協会HP（http://yamanashi-takken.

or.jp/manager/course/）をご確認下さい。

法定講習会の受講は、実績の「山梨県宅建協会」で！
「団体名」と「ハトのマーク」をご確認ください！

お知らせ
宅建協会だより
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j

令和2年　8月12日（水）・9月12日（土）・10月14日（水）・11月14日（土）
　　　　12月9日（水）
令和3年　1月9日（土）・2月10日（水）・3月13日（土）

■お問い合わせ■

■ホームページ■
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詳しくは山梨県宅建協会・保証協会山梨本部にお問い合わせください
http://yamanashi-takken.or.jp/admission/merit/

15宅建やまなし



安心と信頼の証　不動産キャリアパーソン
不動産取引の基礎知識を学びませんか？

「不動産キャリアパーソン」は「不動産取引実務」に関する基礎知識を取引の流れに沿って体系的に学ぶことがで
きる通信教育資格講座です。
不動産取引実務の基本知識はもちろん、ビジネスマナー、コンプライアンス、基本的人権の尊重等、実務にあたる
前の心構えも網羅されています。
宅建業従業者、経営者、宅建士、消費者問わず、基礎知識を身に着けたい方は、是非ご利用ください。
■受講料
おひとり8,０００円（税別）
※上記受講料には、通信教育費用、終了試験受験料（ １回分）、資格登録料が含まれます。
※終了試験の再受験については、その都度再受験料（3,500円：税別）が発生します。
■申込み方法
　①全宅連ホームページからインターネット申込み（ネット決済事務手数料が無料になりました）
　②山梨県宅建協会で申込書による申込み
詳しくは山梨県宅建協会まで　　ＴＥＬ：０５５-２４３-４３００
■注意事項

不動産キャリアパーソンの受講期間は修了試験の合格まで含め、お申込み日から１２か月です。（再試験含む。）受
講期間を過ぎますと、修了試験が受けられず、再度受講申込みとなりますのでご注意をお願いいたします。
■受講者の皆様へお知らせ

昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の受講者に修了試験の中止及び受講期限延長の措置が取
られました。今後の感染症の収束状況によっては、修了試験再開時期が変更される場合がございますので、随時、
全宅連ホームページをご確認願います。

不動産キャリアパーソンの資格登録がインターネット申請できるようになりました！

全宅連が実施している「不動産キャリアパーソン」
の修了試験合格後の資格登録につきまして、インター
ネットからでも申請ができるようになりました。
全宅連へ資格登録の申請をされますと、全宅連より

「不動産キャリアパーソン資格登録証」が交付される
ほか、「資格登録者フォローアップサイト」などの特
典が利用できます。
詳しくは全宅連のwebサイトをご覧ください。
【https://www.zentaku.or.jp/training/career/re
gistration/】

グリーンの在籍店ステッカーで
入り口が一層華やかに！

認定証とともに笑顔で
ツーショット！

　宅地建物取引士を取得後も他業種に勤めていた
ことから、実際の業務に携わる機会が少なく、知
識を深めるために受講しました。
　入門編・実践編のテキストがあり、基礎知識か
ら応用まで不動産業務について細かく、わかりや
すい内容だったのでただ暗記をするのではなく、
しっかり理解をしながら勉強することができまし
た。これからは実践しながらより多くの経験と知
識を身につけ、お客様に寄り添ったサポートをし
ていきたいです。

㈱Ｆｕｔｕｒ　長沼　智加　様受講者に感想を
聞きました！

お知らせ
宅建協会だより

資格登録をされた方への３つの特典

不 動 産キャリアパーソン講 座 修 了試
験に合格し、資 格 登 録を行って頂い
た皆様のスキルアップやさらなる取引
知 識 向上を支 援するため、資 格登 録
者専用のフォローアップサイトをご用
意致しました。ぜひご活用下さい。

特典２：資格登録者在籍店ステッカー特典１：顔写真付資格登録証カード

特典３：資格登録者専用サイト

16



賃貸オーナー・大家・貸主・宅建業者研修会
開催について

宅地建物取引業者研修会 開催のお知らせ

　人材育成流通委員会では、例年賃貸オーナー・大家・貸主及び宅地建物取引業者を対象として、不動産賃
貸に関する研修会を開催しております。
　今年度につきましても開催を予定しておりますので、詳細が決まり次第、お知らせ致します。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、開催の中止や日程の変更、参加人数の制限
等の対応を行う場合がございますので、予めご了承ください。

　人材育成流通委員会では、優良な事業者の拡大による安心・安全な宅地建物取引の促進を通じ、消費者
利益の保護に寄与することを目的として、宅地建物取引業者研修会の開催しております。
　今年度は改正民法が施行されたことを受け、売買契約等に於ける実務上の留意点などについて研修を予
定しております。
　協会員以外の宅地建物取引業者の方からも参加申込みを受付けておりますので、多くの方々のご参加を
お待ちしております。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、開催の中止や日程の変更、参加人数の制
限等の対応を行う場合がございますので、予めご了承ください。

●日　時：令和 ２ 年１１月 ５ 日（木）
　　　　　　①１０時００分 開始（ ９ 時３０分より受付）　
　　　　　　　　※甲府ブロック会員を対象
　　　　　　②１３時３０分 開始（１３時００分より受付）
　　　　　　　　※甲府ブロック会員以外を対象
　　　　　協会員以外の宅地建物取引業者各位は、①・②のいずれかにお申込み下さい。
　　　　　研修内容は同一のものとなります。
　　　　　申込み状況等により、受講時間の変更をお願いする場合がございますので、予め、ご了承下さい。
●場　所：会館 ３ 階 会議室
●演　題：「改正民法施行後の売買契約の実務上の留意点（仮題）」
●講　師：深沢綜合法律事務所　柴田 龍太郎 弁護士
●受講料：無料

人材育成流通委員会 所管

人材育成流通委員会 所管

山梨県不動産会館「全面禁煙化」のお知らせ
令和 ２ 年 ４ 月 １ 日に施行された、健康増進法の改正に伴い、山梨県不動産会館及び敷地

内は ４ 月 １ 日より「全面禁煙化」となりました。
山梨県不動産会館を利用される皆さまにはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協

力の程、心よりお願い申し上げます。

お知らせ
宅建協会だより

お知らせ
宅建協会だより

お知らせ
宅建協会だより

17宅建やまなし



新型コロナウイルス感染症対応実務編（賃貸管理Ｑ＆Ａ）

1． 管理物件の入居者が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合の対応について教えて下さい。

Ｑ １　他の入居者や貸主へ告知する必要はありますか。
Ａ 1 �　旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症の対応について（厚生労働省通知）では、他の宿泊者への

通知に関する記述が無いことから、現状においては、感染者のプライバシーに配慮し、告知する必要はないと考え
られます。

　　　貸主については、管理受託契約に基づく報告義務の対象となる場合があると思われます。

Ｑ 2　共用部分について消毒する場合、その費用負担の考え方を教えて下さい。
Ａ 2 �　厚生労働省通知によれば、「施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましい」、「緊急を要し、自

ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域（客室、レストラン、エレベーター、廊下等）のうち手指
が頻繁に接触する箇所（ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等）を中心に、『感染症法に基
づく消毒・滅菌の手引き（厚生労働省健康局結核感染症課）』、『ＭＥＲＳ感染予防のための暫定的ガイダンス（2015 
年 ６ 月 25 日版、一般社団法人日本環境感染学会）』を参考に実施すること。」とされています。物件の所有者（貸主）
には厚生労働省通知が指定する方法に従って、適切に物件の消毒を行う義務があると考えます。

　　�　なお、費用負担については、物件の所有者（貸主）が負担すべきと考えますが、感染者に故意、過失等が認めら
れる場合には、その限りではありません。 

Ｑ 3 　感染していた入居者が退去することになりました。部屋の消毒費用を入居者に請求しても大丈夫ですか。
Ａ 3 �　賃貸借契約において、退去時の原状回復に関する特約が無い場合には、物件の所有者（貸主）の負担になると考

えられます。

Ｑ 4　次の入居者を募集する場合、前入居者が新型コロナウイルス感染していたことを告知する必要はありますか。
Ａ 4 �　厚生労働省通知に次の宿泊者への告知に関する記述がないことから考えれば、厚生労働省通知が指定する方法に

従って、適切に物件の消毒を行っている限り、次の入居者への告知義務は否定的に解されるのではないかと考えら
れます。ただし、当該物件の入居者が集団感染した場合等、物件の消毒のみでは感染症を防ぎきれなかったといっ
た事情があった場合には告知義務が生じる可能性があると考えられます。

2．管理物件の入居者が新型コロナウイルスに感染しているのではないかと他の入居者より連絡がありまし
た。管理会社の対応として注意すべき点を教えて下さい。

Ａ　�　入居者間のトラブル、プライバシーに配慮し、物件の入居者全員に対する「新型コロナウイルス感染予防対策」
等の注意喚起を促すことも対応の １つと考えます。不用意な接触は、感染拡大につながる可能性もあるため、注意
が必要です。

新型コロナウイルス感染症対応実務編

ハトマークグループの全宅管理（一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会）が、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
賃貸管理実務の対応例を顧問弁護士監修のもとＱ＆Ａ形式でまとめた「新型コロナウイルス感染症対応実務編」を作成しま
した。
全宅連ホームページ内の宅建協会会員業務支援サイト「ハトサポ」でも公開されていますので、是非ご活用ください。（同
サイトでは、賃料の支払い猶予や減額を行う際の覚書のひな形も公開されています）

なお、本文は現時点（2020.5.21）においての対応をとりまとめたものであり、今後、変更、修正、追加等は随時掲載され
るそうです。

賃貸管理
Ｑ＆Ａ
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3．新型コロナウイルス感染拡大の影響により、設備機器の部品が不足していると聞きました。例えば、給
湯器の修理に時間がかかり、入居者よりお風呂代等を請求された場合、負担しなければなりませんか。

Ａ　�　修繕が必要な場合であるにもかかわらず物件の所有者（貸主）が修繕を実施しないときは、修繕義務違反となり
えますが、本ケースのように修繕しようとしてもできない場合には物件所有者（貸主）に過失はありませんので、
債務不履行責任は生じないと考えます。

4．新型コロナウイルス感染拡大に伴い、緊急事態宣言が出されたことで飲食店等のテナントより賃料の支
払い猶予や減額等の要望があった場合の注意点、確認すべき点等教えて下さい。

　  また、賃料の一定期間の支払い猶予や賃料の減免措置とする場合のひな型があれば教えて下さい。

Ａ　�　緊急事態宣言の期間が延長されるか、テナントの業種・状況等によっても対応は違ってきますし、また、物件所
有者（貸主）の状況（ローン残額、資産の状況、物件の築年数）も今回を機会として把握することも重要です。

　　�　先行きが見えない状況においては、まずは数ヶ月程度賃料の支払い猶予や減額で様子を見ながら、次の対応を検
討していくことも １案です（その間、テナントや物件所有者（貸主）には、政府から出されている支援策を伝える
ことも重要です）。

　　�　賃料の一定期間の支払い猶予や減額をする際には、経済状況が回復した際の支払い義務の有無（支払い猶予であ
れば支払義務あり。減額であれば支払い義務なし）を明らかにするとともに、賃料の支払い猶予や減額をする期間
を明確にする必要があります。

　　�　なお、例えば、まずは賃料の一定期間の支払い猶予としたが、緊急事態宣言が延長されたりしてテナントの経営
状況が著しく悪化したような場合に支払い猶予とした賃料をやはり減額ないし免除とする合意を後ですることは可
能です。

　　�　ひな型については、宅建協会会員業務支援サイト「ハトサポ」で公開しています。（なお、ひな型の内容は個々
の事情に応じて変更等（例えば守秘義務条項の追加等）する必要があります）。

新型コロナウイルス感染症に係る各種おしらせ

■【ハトマーク支援機構】各省庁等の支援策まとめ
　入居者の方やテナントから賃料支払について相談があった場合にご案内できる支援策や、会員様が自社で
受けられる支援策などの情報をまとめてあります。
　https://www.hatomark.or.jp/topics/3095

■【国土交通省】各種事業者においてご活用いただける支援メニューについて
　各種事業者においてご活用いただける支援メニューを一覧にしたものが公表されており、不動産業におけ
る支援メニュー一覧についても公表されております
　https://www.zentaku.or.jp/news/4934/（リンク先「２.各種事業者のみなさまへ」における「建設・建
築・不動産業関係」に掲載されております）

■【全宅連】新型コロナ感染防止対策と事業再開への準備の参考に、社内体制＋仲介実務対応
チェックリスト案＆ポスター案 公開
　不動産会社として実施すべき対策として必要と考えられる項目をまとめたチェックリストの案や掲示用の
ポスターが公開されています。
　https://www.zentaku.or.jp/news/4934/

お知らせ
宅建協会だより
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ハトマークグループ・ビジョン　山梨県
版

「富士の国やまなしビジョン」を作成しました。

令和 ２ 年 ５ 月２６日（火）昭和町アピオにおいて、（公社）山梨
県宅地建物取引業協会　定時総会（通算第５５回）を開催しました。
本年は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受け、来賓の招
待を見合わせるとともに、当日は、マスク着用の義務化、アルコー
ル消毒の設置、会場入口で検温の実施等、同感染症拡大防止策を
徹底しました。

初めに、横内孝文専務理事の司会により開会された後、田中玉
男副会長の開会のことば、物故会員への黙祷、長田満会長の挨拶
と続きました。

続いて、議長として藤井信生氏、塚田智之氏の ２ 名が選出され、
松下佳仁資格審査委員より正会員総数５５７会員、本人出席７７名、
代理委任出席３２４名、合計４０１名の出席となり、本総会が有効に成
立している旨が宣言され議事に入りました。

慎重審議の結果、審議事項である第 １ 号議案「令和元年度収支
決算承認の件」及び 協会・保証協会の共通議案である「役員改選
承認の件」は原案通り可決承認されました。

総会の終了後、直ちに、新理事による理事会が開催され、会長
に長田満氏、副会長に田中玉男氏、川口修時氏が選任され即時就
任となりました。

なお、同日開催の（公社）全国宅地建物取引業保証協会山梨本
部の総会（通算第４７回）も、滞りなく終了いたしましたことを合
わせてご報告します。

令和２年度
業協会 定時総会・保証協会山梨本部 総会　開催

報　告
宅建協会だより

お知らせ
宅建協会だより

ソーシャルディスタンスを保つ会場の様子

資格審査委員

議長団

山梨県宅建協会は、地域社会の「真のパートナー」を目指します！

大手不動産業者による寡占化や銀行等の異業種からも不動産業参入等が懸念される昨今、中小事業者が大半を占
める宅建協会員には、地元に密着した事業者として地域社会との結び付きを強め、本当の意味での「パートナー」
となることが求められています。

そのためには、「売るだけ」「貸すだけ」といったその場限りの関係性ではなく、「売った後も」「貸した後も」「住ま
いのことなら宅建協会員へ」という信頼を勝ち得ていく必要があります。

そこで山梨県宅建協会では、原点である「ＲＥＡＬ ＰＡＲＴＮＥＲ」の概念を再認識し、地域における「真のパー
トナー」となるべく、優良な会員の育成・支援を行うとともに、消費者保護事業や行政との連携等を通じて地域社
会への貢献を果たし、地域から信頼される組織となることを目指して参ります。
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この度、令和 2年 5月26日開催の第 3回理事会において、
公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会の会長に再任する
こととなりました。前任期では、無事協会創立50周年を迎
えることができ、滞りなく公益社団法人としての会務運営
を執り行うことが出来ました。これもひとえに会員皆様の
ご理解とご協力によるものと深謝いたします。 ２期目とな
る今期においても、微力ではありますが、役員一同力を合
わせ会務運営に努めて参りますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

さて、不動産を取り巻く社会状況はめまぐるしく変動し、
新型コロナウイルス感染症の世界的流行、国交省 不動産
ビジョン2030の策定、賃貸住宅管理適正化法の成立、120
年ぶりの民法改正、AI等を活用した不動産テック、全国
で深刻化する空き家問題等、不動産業界には大きな波が押
し寄せつつあります。

特に空き家問題は、少子高齢化、人口減少、核家族化等
による空き家の急増が問題化され、その解決が急務とされ
ております。山梨県の空き家率は、総務省が 5年ごとに実
施する住宅土地統計調査において、2003年から直近の2018
年まで、 4回連続で全国ワースト 1と、不名誉な記録を更
新しています。そのような状況を打破するため、当協会で
は行政及び関係団体等とその危機感を共有し、積極的に問
題解決に向け取り組んでまいりました。宅地建物取引業者
を会員として構成された公益社団法人である当協会は「空
き家問題解決の要」として、空き家率日本一を返上するこ
とが使命だと思っております。
また、空き家問題について、当協会にビジネス週間誌「日
経ビジネス」の取材が入ったほか、日本建築学会から講演
依頼がございましたが、山梨県が全国的に注目を集めてい
る表れだと感じています。

令和元年度においては、『空き家問題の積極的取組みと
行政及び地域社会との連携強化』を重点事項として活動し
て参りました。

◉建物状況調査（インスペクション）費用の助成制度
改正宅建業法の「建物状況調査」に関連する部分が、平
成30年 4 月より施行されたことに伴い、当協会では、既存
住宅の流通促進と空き家の発生抑制に資するため、県の補
助を受け、建物状況調査実施者に対し調査費用の半額（上
限 5万円）を助成する事業を実施して参りました。
本年度においては、さらなる事業促進のため、助成金交
付要綱の一部改正し、助成対象の調査項目の拡大、助成制
度の延長、助成対象者に宅建業者の追加等を行いました。
引き続き助成事業を通じて安心、安全な中古住宅流通に貢
献していきたいと思います。

◉空き家バンク事業
県内27市町村のうち、20市町村と空き家バンクの媒介に
関する協定を締結しており、行政と連携を図る中で、空き
家の解消及び定住移住促進を図って参りました。毎年参加
者から好評を頂いている、協会主催「空き家バンク事業に
関する意見交換会」は、市町村担当職員と協会の事務取扱
責任者が一堂に会し、情報交換できる有意義な会議になっ
ており、令和元年度は、先進事例紹介として、栃木市の空
き家対策の担当者にご講演頂き、多くを学ばせていただき
ました。
引き続き、空き家バンク事業を通じて、空き家の解消及
び地域の活性化に努めて参ります。

◉オール山梨　空き家セミナー＆無料相談会
山梨県からの業務委託を受け、当協会が事務局となり、
県主催「オール山梨　空き家セミナー＆無料相談会2019」
を県内 ４箇所で開催いたしました。同相談会は、令和元年
度で第 2回目となり、 9つの専門家団体と行政が、空き家
所有者のお悩みに、多方面から助言等行いました。
また、先進事例セミナーで紹介された「サブスクリプショ
ン型の多拠点居住シェアサービス」は新しい不動産活用の
考え方で、空き家問題の解決に繋がると考えております。
空き家利活用の専門家団体である当協会においては、南ア
ルプス会場で「空き家を利用した地域活性化策」というテー
マで講演させていただきました。本年度も官民一体となり
空き家の解消に努めて参ります。

◉�協会の後進の育成と将来像について（富士の国 やまな
しビジョンの作成）
組織活性化や後進育成を図るため「青年部」の創設を考
えておりましたが、全宅連においてハトマークグループが
目指す理想の姿（ビジョン）を示した「ハトマークグルー
プ・ビジョン」が策定されたことを受け、当協会において
も会員業務の現状分析等を通じて業界の在るべき姿を長期
的に模索すべく、各ブロックの若手会員からなるチームを
立ち上げ、山梨県版ビジョンとして「富士の国やまなしビ
ジョン」を作成しました。（20Ｐ参照）
同ビジョン実現に向け、地域に密着した諸事業・貢献活
動を積極的に展開して参ります。

◉さいごに
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う企業の業績悪化に
より、先行きが不安定になると、消費者は大きな買い物を
控えるようになり、住宅流通の減少が予想されます。都会
においては、同感染症対策としてテレワークを実施する企
業が増加しており「都会に住まなくてもいいのではないか」
という考え方がでてきているようです。地方移住や二地域
居住（デュアルライフ）に関心が高まる中、東京に隣接し、
自然豊かな山梨県は、特に注目を集めるのではないでしょ
うか。我々宅建業者は、新型コロナウイルスと共存する
「with コロナ」の社会で、新しい不動産ビジネスを考えて
いく必要性があると感じております。

これから、山梨県内不動産業界 最大の団体として、会員、
消費者、行政、地域社会のために、全宅連等の上部団体及
び先進協会における活動等の研究を行い、当協会のアイデ
ンティティーを生かしながら、どのような活動をすべきか
検討・協議し、積極的に活動して参ります。

長田　満

会長
あいさつ
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会　長
長田　満

（富士・東部）

常務理事
古屋英幸

（富士・東部ブロック長）

副会長
田中玉男

（巨摩）

常務理事
古屋秀樹

（峡東）

副会長
川口修時

（甲府）

常務理事
廣瀬良太

（甲府ブロック長）

専務理事
横内孝文

（巨摩）

常務理事
新谷　繁

（峡北ブロック長）

理　事
青山秀人
（甲府）

理　事
塩島俊郎
（巨摩）

理　事
廣瀬　修
（甲府）

監　事
荒井　暁

（富士・東部）

監　事
大村研二

（大村税理士事務所）

理　事
小久江良平

（巨摩ブロック長）

理　事
髙添富士雄

（峡北）

理　事
細田健二
（甲府）

理　事
片川　学
（甲府）

理　事
瀧本兼一

（富士・東部）

理　事
山縣　誠
（巨摩）

理　事
菊池健児
（峡東）

理　事
手塚英樹
（甲府）

理　事
横森良友
（甲府）

理　事
若狭幸夫

（峡東ブロック長）

理　事
三枝康秀

（富士・東部）

理　事
内藤正俊
（甲府）

監　事
七澤　勲

（甲府）

理
事
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

新
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平成2・3年度　協会・保証　委員会等の構成　（　）内は所属ブロック　

委員長（富士・東部）

古屋　英幸
副委員長（巨摩）

小久江良平
委員（甲府）

青山　秀人
委員（富士・東部）

瀧本　兼一
委員（峡北）

髙添富士雄
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満
オブザーバー（巨摩）

田中　玉男
オブザーバー（甲府）

川口　修時
オブザーバー（巨摩）

横内　孝文

富士吉田市

長田　　満
丹波山村

山本　輝幸
道志村

小林　正道
中央市

田中　玉男
山中湖村

西野　　進
甲府市まちなか

廣瀬　　修
甲府市まちなか

青山　秀人
富士川町空き店舗

仙洞田　新

地域相談所
責任者
甲府市

青山　秀人
富士吉田市

古屋　英幸
南アルプス市

北村　公一
山梨市

三枝　照二
笛吹市

岡　美千也
甲州市

望月　康浩

総務財務委員会

委員長（甲府）

廣瀬　良太
副委員長（甲府）

手塚　英樹
委員（甲府）

内藤　正俊
委員（甲府）

横森　良友
委員（巨摩）

塩島　俊郎
委員（巨摩）

山縣　　誠
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満
オブザーバー（巨摩）

田中　玉男
オブザーバー（甲府）

川口　修時
オブザーバー（巨摩）

横内　孝文

空き家バンク
事務取扱責任者

山梨市

三枝　照二
甲州市

山本　輝幸
南アルプス市

有泉　正志
北杜市

五味　正孝
韮崎市

堀川　　宏
甲府市

衣川　常弘
南部町

仲亀　佳定
身延町

仲亀　佳定
大月市

中島　辰也
都留市

中野　　清
市川三郷町

青沼　克久
甲斐市

武井　　毅
上野原市

和田　博夫
富士川町

仙洞田　新
笛吹市

岡　美千也

人材育成
流通委員会

委員長（峡東）

古屋　秀樹
副委員長（富士・東部）

三枝　康秀
委員（甲府）

片川　　学
委員（甲府）

廣瀬　　修
委員（甲府）

細田　健二
委員（峡東）

菊池　健児
委員（峡東）

若狭　幸夫
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満
オブザーバー（巨摩）

田中　玉男
オブザーバー（甲府）

川口　修時
オブザーバー（巨摩）

横内　孝文

甲府市まちなかバンク
事務取扱責任者

甲府市

廣瀬　　修
甲府市

青山　秀人

中古住宅流通活
性化特別委員会

委員長（峡北）

新谷　　繁
副委員長（富士・東部）

瀧本　兼一
委員（甲府）

細田　健二
委員（巨摩）

小久江良平
委員（峡東）

菊池　健児
委員（峡東）

若狭　幸夫
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満
オブザーバー（巨摩）

田中　玉男
オブザーバー（甲府）

川口　修時
オブザーバー（巨摩）

横内　孝文

入会審査会

委員長（巨摩）

田中　玉男
副委員長（甲府）

川口　修時
委員（巨摩）

横内　孝文
委員（富士・東部）

古屋　英幸
委員（峡東）

古屋　秀樹
委員（甲府）

廣瀬　良太
委員（峡北）

新谷　　繁
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満

苦情解決業務担当委員会
求償業務委員会

委員長（甲府）

川口　修時
副委員長（巨摩）

田中　玉男
委員（巨摩）

横内　孝文
委員（富士・東部）

古屋　英幸
委員（峡東）

古屋　秀樹
委員（甲府）

廣瀬　良太
委員（峡北）

新谷　　繁
オブザーバー（富士・東部）

長田　　満

消費者支援業務委員会

ハトマークをご活用ください！
　「ハトマーク」は、全国４７都道府県のシンボルマークです。会員であればどなたでも利用可能です。看板や事務所、契
約書の表紙や名刺等、お店のＰＲに「ハトマーク」を是非ご活用ください。
　正式な「ハトマーク」ロゴは（公社）全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）ホームページよりダウンロードできます。

【ダウンロード先】
■ 全宅連ホームページ → https://www.zentaku.or.jp/member/logo/

　 （ダウンロードには、ＩＤ・パスワードが必要になります。）

2 羽のハト（ハトマーク）は、"会員とユーザーの信頼と繁栄"を意味しています。
ハトマークの上にある”REAL PARTNER”は、会員とユーザーがREAL PARTNERとなり、”信頼の絆”
が育まれるように、との願いが込められた、全国宅地建物取引業協会連合会のキャッチフレーズです。

太陽 を表す赤色

取引の公正 を表す白色

大地 を表す緑色
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・�記載内容に変更が生じた場合は、行政及び
協会への変更届提出の際に業者票も修正
し、最新の情報を掲示してください。

・�専任の宅地建物取引士は全員分記載してく
ださい。

山梨県宅建協会
からのお願い! 大丈夫でしょうか？

今一度確認してみてください。
山梨県宅建協会
からのお願い! 報酬告示が改正されました！

◆業者票【様式の変更】

様式の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に変更してください。

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士
の名称変更によって業者票の様式が変更さ
れています。修正をお願いします。
変更届や免許更新書類にて写真を提出す

る際には修正したうえで提出してください。

■注意■
・記載内容に変更が生じた場合は、行政及び
協会への変更届提出の際に業者票も修正
し、最新の情報を掲示してください。
・専任の宅地建物取引士は全員分記載してく
ださい。

◆ 報酬額表【最新版の掲示】

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買
等に関して受けることができる報酬の額を定
めた告示が改正され、令和元年１０月１日より
施行されています。
最新の報酬額表は、最終改正「令和元年８
月 日 国土交通省告示第 号」となって
おります。

◆変更届の提出【３０日以内に提出】

最新の「業者票」「報酬額表」は会員限定で無料配布しています！

協会事務局（ ： ）までお問い合わせください。

宅地建物取引業法 第９条に基づき、名簿
登載事項の変更が発生した場合、３０日以内
に国土交通大臣または都道府県知事に「宅
地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」
の提出が必要です。また、協会には「会員名
簿登録事項変更届」の提出が必要です。右
図を参照していただき、提出をお願いします。

届出先
変更事項

山梨県へ
提 出

宅建協会へ
提 出

商号又は名称 ○ ○

事務所所在地 ○ ○

代表者（支店長） ○ ○

役 員 ○ ×

専任の宅地建物取引士 ○ ・ で連絡

従業者 ○ ×

■ 書類作成に関するお問い合わせ■
○ 山梨県庁県土整備部建築住宅課企画担当

：
○ （公社）山梨県宅地建物取引業協会

：

大丈夫でしょうか？ 今一度ご確認をお願いいたします。

※変更届は各ホームページからダウンロードできます。

１
令和元 １１ ２８
令和 ６ １１ ２７

株式会社 ○○不動産

山梨 宅男

山梨 建子

甲府市○○△ □ ××
××× △△△

NEW

■必ず最新の報酬額表を掲示してください ■

最新の「 業者票」「報酬額表 」は会員限定で無料配布しています！
協会事務局（ ： ）までお問い合わせください。

◆ 【最新版への差替】
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宅建業者免許の  更新忘れ  に  ご注意  ください！！

 更新手続きが出来る期間 
　免許有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間　※免許失効防止の為、更新手続きはお早めに！
 免許更新書類について 
　本会において免許申請書を無料配布しています。
　又は、協会ホームページからダウンロード（Ｗｏｒｄ / ＰＤＦ）したものをお使いください。
 更新書類提出先 

（提出先）　　　　　　　　　（主たる事務所所在地）
○中北建設事務所……………甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町
○富士・東部建設事務所……富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡
○峡南建設事務所……………西八代郡、南巨摩郡
○峡東建設事務所……………山梨市、笛吹市、甲州市

宅建業者免許の有効期間を確認しましょう！

	 宅地建物取引業を営むとは
	 （ 1）宅地建物取引業免許
	 （ 2）供託	 ①宅地建物取引業保証協会へ加入
		  ②最寄りの供託所（法務局）に供託
 会員でなくなると、営業要件が欠けるため、再供託が必要となります。

※６月初旬　納付依頼送付
　11月初旬　督促送付
　翌年　６月初旬　納付依頼・督促送付

会費納付書、督促書、弁明の機会の通知書が不達の場合、
会員状況の調査を行い、免許権者と行政処分の協議及び全
宅保証協会とも協議を行います。

重要！ 会費未納は、
会員資格の
喪失になります！！

①　会費納付期限に会費未納

②　会費納付督促書の発送

　③　会費納付督促書兼
　　　弁明の機会の通知発送
　　　（配達証明付内容証明郵便）

④　弁命書提出若しくは無回答

⑥　会長・手続書類確認

⑦　退会事務処理

⑤　資格喪失手続書類提出
（総務財務委員長→会長）

資格の喪失＝協会、保証協会の会員でなくなること。

資
格
喪
失
手
続
き
手
順

※�（公社）山梨県宅地建物取引業協会及び（公社）全国宅地建物取引業保証協会ともに、会費の支払いを納期の翌日から １ 年以上履行しなかっ
たときは、会員資格を喪失すると定款、施行規則にて、規定されています。

更新手続きを忘れ、免許失効となった場合、新規に免許を申請することとなります。本会にも再入会となり、

入会金等が必要になる場合がございますので、必ず期間内に手続きを行って下さい。

注意！

　会員の皆様におかれましては、平素、本会の会務運営に際し、格別のご尽力を賜り感謝
申し上げます。
　本会は、業務に関連する有用な研修会やセミナーの開催、また、ホームページや広報誌
を通した情報提供を行うと共に、不動産無料相談所の開催などの公益事業を通じて社会的
な貢献に努めて参ります。

　本会は、会員皆様の会費を財源に活動しております。皆様方の会費納入をよろしくお願い致します。
（公社）山梨県宅地建物取引業協会　　年会費　５４,０００円 　（公社）全国宅地建物取引業保証協会　年会費　　６,０００円
※会費請求は、４月１日現在の会員に対して行われますが、原則として変更届・廃業届ともに協会への提出日が基準となります。

令和2年度
会費納入のお願い
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質問①　物件価格は税込価格で登録するのですか。
　消費税が課税される物件は税込価格で登録して下さい。

質問②　最寄り駅を複数登録したい。
　交通は ３つまで登録可能です。交通 １右下の「その他入力項目を表示する」をクリックすると交通 ２・３が表示されます。
なお、交通を 3か所入力することにより、該当沿線が検索された場合にヒットします。

質問③　二世帯向き住宅の間取りを世帯ごとに登録する方法を教えて下さい。
　間取 1・間取 2（「間取 2を表示する」をクリック）に世帯ごとの間取りを登録して下さい。戸建の場合は設備・条件の
入力ガイドから「二世帯向き」を選択して下さい。なお、誤解の無いように備考欄や図面へ記載して下さい。

質問④　駐車場が２台分ある物件の登録はどうすればよいですか。
　「オプション／その他条件」→「設備・条件」→「入力ガイド」で「駐車場 ２台分」を選択して下さい。なお、備考欄や
図面へ記載して下さい。

質問⑤　一棟売りのアパートを登録する方法を教えて下さい。
　「売買物件管理」から「物件登録」へ進み、物件種別：「売外全」、物件種目：「アパート」を選択し、登録して下さい。

しっかりチェック！
レインズルール
よくある質問について
レインズシステムの利用に当たり、よくある質問についてお知らせ致します。

レインズ 

Q
（https://system.reins.jp/common/faq.htmlより抜粋）

レインズ操作に関するお問い合わせ（レインズコールセンター） 
（9：00～18：00 土日祝、レインズ休止日を除く） 
■ナビダイヤル：0570-01-4506　■IP電話ご利用の方：045-330-0112 
■MAIL：reins_c@aj.wakwak.com

ユーザＩＤ及びパスワードの管理と利用について
　レインズの会員は事業所ごとに定められており、レインズを利用するためのユーザＩＤ及びパスワードは会員（事業所）
ごとに発行され、他の者に利用させてはならないこととなっています。機構に無断で顧客や自社の業務委託先はもとよ
り他の事業所・部署への貸与、また他の事業所・部署を含む他会員のユーザＩＤ及びパスワードの利用は行わないでく
ださい。今一度、「レインズ利用規程」「ユーザＩＤ及びパスワード管理基準」「処分規程」「レインズ利用ガイドライン」
を確認いただき、ユーザＩＤ及びパスワードの適切な管理と利用について徹底願います。ユーザＩＤ及びパスワードの
不適切な管理や不正利用・貸与は処分等の対象となりますので十分ご留意ください。

レインズ利用規程（ユーザＩＤ及びパスワードの管理）
第 ４ 条　会員は、発行されたユーザＩＤ及びパスワードを別に定める方法により適切に管理するとともに、他の者

に利用させてはならない。

レインズ利用ガイドライン　 ２－ １．ユーザＩＤとパスワードの管理
（ １ ）適切な処理
　�　会員は、レインズの不正利用を防止するため、レインズにログインするためのユーザＩＤとパスワードを適切

に管理しなければなりません。
（ ２ ）第三者への貸与の禁止
　�　会員は、レインズにログインするためのユーザＩＤとパスワードを第三者に貸与し、利用させてはなりません。

参考：�パスワードは、ＩＰ型ホームページのメインメニュー右上にある「パスワード変更」により、会員自身で変更する
ことができます。

　　　規程・ガイドラインについては、同じくメインメニュー右上の「規定・ガイドライン」からご確認願います。

 東日本不動産流通機構からのお知らせ 
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賃貸不動産経営管理士講習2020

相談員研修会の開催について（相談員 募集のお願い）

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の
特例措置（100万円特別控除）に係る事務について

令和 2 年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、都市計画区域内にある低未利用土地
または当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税および個
人住民税の特例措置が新たに創設されました。

https://www.zentaku.or.jp/news/4920/

本特例措置の運用に際しては、宅建業者に事務を行っていただく必要があり、当該事務の詳細および解説
動画が公表されています。

https://www.zentaku.or.jp/news/4984/　（国交省解説動画）

賃貸不動産経営管理士講習とは・・・
本講習は賃貸管理のプロフェショナル「賃貸不動産経営管理士」資格の取得に向けた学習の場であり、賃

貸住宅管理業務に必要な専門知識の習得と実務能力を高める講習です。なお、資格試験は、11月15日（日）
となります。全国賃貸不動産管理業協会のホームページをご覧ください。

 受講のメリット 　　 ５ 問免除　昨年の修了者、 ２ 人に １ 人が合格
　　　　　　　　　　誰でも受講可能　全ての方に開かれた、試験合格への近道
 申　込　方　法 　　インターネットによる申し込み　
　　　　　　　　　　講習詳細、申込は全宅管理ホームぺージを参照願います。　全宅管理　で検索
 受　　講　　料 　　18,５００円（税込）　テキスト代別　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公式テキストは、各自でご購入ください。
 日　　　　　時 　　令和 ２ 年 9 月 ９ 日（水）　午前 ９ 時～午後 ５ 時３０分（受付：午前 ８ 時50分）
 定　　　　　員 　　26名　定員になり次第、締め切ります。
 締　　　　　切 　　令和 ２ 年 ８ 月２６日
 場　　　　　所 　　山梨県不動産会館　 ３ 階会議室　甲府市下小河原町237- 5
 問い合わせ先 　　賃貸不動産経営管理士講習お問い合わせセンター
　　　　　　　　　　0120-243-229

　当協会では、消費者保護事業の一環として不動産に関する無料相談所を ６ 市（甲府市、富士吉田市、南ア
ルプス市、山梨市、甲州市、笛吹市）において開設しており、協会施行規則第２３条 相談員委嘱基準に規定
された相談員が一般消費者からの相談に応じております。
　今般、会員の皆様から新たな相談員を募集致しますので、相談業務にご協力頂ける方は、相談員研修会を
受講下さいますようお願い致します。詳しい概要については、９ 月頃発送予定の案内通知をご確認ください。

 相談員研修会 
日　時：令和 ２ 年１０月２８日（水）　午後 １ 時３０分～午後 ３ 時３０分（午後 １ 時より受付）

会員限定

お知らせ
宅建協会だより

お知らせ
宅建協会だより

お知らせ
宅建協会だより
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法人会員の方へ

令和 2 年 4 月 1 日の改正民法施行により、法人会員の方が代表者変更をされた場合、保証協会へ提出していただ
く「連帯保証書・誓約書」の様式が変更になりました。

新しい連帯保証書には、必ず極度額をご記入の上ご提出ください。極度額は、宅地建物取引業法第64条の 8 第 1
項の規定により、主たる事務所1,000万円、従たる事務所 1 件につき500万円の合計額になります。

また、従たる事務所の増設、廃止の場合も極度額が変更になるため、連帯保証書の提出が必要になります。（令
和 2 年 3 月31日以前に入会され、代表者の変更がない場合は不要です。）

お問い合わせは、（公社）山梨県宅地建物取引業協会まで

代表者変更時に保証協会へ提出する「連帯保証書」に
極度額の明記が必要になりました

お知らせ
宅建協会だより

整理番号 第　　　　号

　公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会

　　　会　長　　坂　本　　久 　　殿

　　　　　　　　　（法　人　名）

極度額： 万 円

　　　　　　　　　（法　人　名）

　　　令和　 　年　 　月　　 日

（求償№4民改)

その旨及びその内容について、情報提供を受け、理解しています。 　。

① 私が同社の代表取締役（代表者）を退任し、新任の代表取締役（代表者）が選任され

ない場合における還付充当金納付債務の一切。 　　　。

　　　　　　　　　　　　住　　　所

同法第 条の の規定に基づいて同社が貴協会に支払うべき還付充当金納付債務に

２ 私は、 から、民法第 条の 所定の 財産及び収支

の状況 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

（極度額は、宅地建物取引業法第64条の８第１項の規定により①主たる事務所分として1,000万
円、②設置する従たる事務所の数に500万円を乗じた額を算出し、①と②の合計額を記入。）

連　帯　保　証　書

１ 私は に関し、同社の取引の相手方等からの請求により、宅地

建物取引業法第 条の の規定に基づいて弁済業務保証金の還付がなされた場合には、

私は、次の①～③の場合においても、上記連帯保証の履行責任を負うことを確認・

ついて、連帯して保証いたします。 　　　　　。

理解いたしました。 。

　　　　　　　　　　　　連帯保証人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

保証書を差し入れて連帯保証をした場合において、私が同社の代表取締役（代表者）

を退任する以前の同社の行為に関する還付充当金納付債務の一切。 　　。

② 私が同社の代表取締役（代表者）を退任し、新任の代表取締役（代表者）が選任され

た場合でも、新任の代表取締役（代表者）が貴協会に対し還付充当金納付債務について

の連帯保証書を差し入れない場合における還付充当金納付債務の一切（なお、私が同社

の代表取締役（代表者）を退任した後の同社の還付充当金納付債務を含みます。）。

③ 私が同社の代表取締役（代表者）を退任し、新任の代表取締役（代表者）が選任さ

れ、新任の代表取締役（代表者）が貴協会に対し還付充当金納付債務についての連帯

主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときは

㈱山宅不動産

㈱山宅不動産

山梨県甲府市下小河原町２３７－５

山宅 太郎 代
表
者

個
人
の

実

印

極度額の明記が必要になりました！
・極度額は、主たる事務所１，０００万円

従たる事務所１件につき、５００万円の合計額にな
ります。

２ ４
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理事会だより
　令和元年度　� 第 ５ 回二団体合同理事会・幹事会　令和 ２ 年 ３ 月１３日

【審議事項】
⑴	入会者等について
⑵	施行規則等の一部改正について（改元に伴う様式改正）〔再
提案〕

⑶	ＥＹ新日本有限責任監査法人との業務委託について
⑷	令和 ２年度 事業計画（案）・収支予算（案）・資金調達及び
設備投資の見込みについて

⑸	定時総会・本部総会の開催について
【業務執行報告事項】
⑴	職務の執行状況について
⑵	協会 会費の未収金計上及び会費未収金除外について
⑶	「甲府市 自治会加入促進に関する協定書」に基づく意見交
換会 報告

⑷	オール山梨 空き家セミナー＆無料相談会２０１９ アンケート集
計結果について

⑸	「事業用地等の情報提供に関する協定」における事業用地等
マッチング事務取扱要綱の遵守徹底について

⑹	令和元年（ワ）第１５８号 損害賠償請求（役員等の責任追及
の訴え）事件について

【報告書による業務執行報告事項】
⑴	人材育成流通委員会所管 宅地建物取引業者研修会 報告
【その他】
⑴	行事予定について　
⑵	その他
①	会員（理事）からの配布文書について

　令和 2 年度� 第 １ 回二団体合同理事会・幹事会　令和 ２ 年 ４ 月２４日

【業務執行報告事項】
⑴	協会 令和元年度 業務・経理 監査会について
⑵	保証 令和元年度 業務・経理 監査会について
⑶	協会 理事資格審査会について
⑷	令和 ２年度 定時総会・総会の当日役割について
⑸	上野原市 空き家バンク仲介に関する協定書の覚書締結につ
いて（空き店舗追加に係る要綱改正）

⑹	【新型コロナウイルス感染症対策】（常設・地域）不動産無
料相談所の相談対応等について

⑺	令和 ２年度 地域不動産無料相談所 担当者について
⑻	【新型コロナウイルス感染症対策】宅地建物取引士法定講習
会の対応について

⑼	ハトマークグループ・ビジョン 協会版ビジョンの推進につ
いて

⑽	山梨県総合計画審議会 廃止の報告について
⑾	令和元年（ワ）第１５８号損害賠償請求（役員等の責任追及の
訴え）事件について

【審議事項】
⑴	入会者等について
⑵	協会 令和元年度 事業報告書（案）・収支決算（案）について
⑶	会員業務支援事業「賃貸不動産経営管理士講習」運営に関
する覚書の締結並びに公益認定変更届出書の提出について

⑷	協会 令和 ２年度 事業計画・収支予算の一部補正について
⑸	保証 令和元年度 事業報告書（案）・収支決算（案）について
⑹	協会 定時総会・保証 本部総会への提出事項及び新型コロナ
ウイルス感染症対策について

⑺	選挙管理委員の委嘱について
⑻	「令和 ２年度 既存住宅状況調査促進事業助成金交付要綱」
（案）について

【他 団体 報告】
⑴	（一社）山梨県宅建サポートセンター 報告
【その他】
⑴	行事予定について　
⑵	その他
①	会員（理事）からの配布文書について

第 2 回二団体合同理事会・幹事会　令和 2 年 5 月19日

【審議事項】
⑴	入会者等について 
⑵	協会 定時総会・保証 本部総会への対応について
【業務執行報告事項】
⑴	協会 定時総会・保証 本部総会への出欠席状況について
【報告書による業務執行報告】
⑴	令和 ２年度 第 １ 回 宅地建物取引士証 法定講習会（更新講
習会）報告

【他 団体 報告】
⑴	山梨県居住支援協議会 報告
【その他】
⑴	行事予定について
⑵	その他
①	新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた
宅地建物取引業者の業務について

第 3 回二団体合同理事会・幹事会　令和 ２ 年 5 月２6日

【審議事項】
⑴	（代表理事）会長・本部長の選定について

⑵	（代表理事）副会長・副本部長の選定及び代行順位について

第 4 回二団体合同理事会・幹事会　令和 ２ 年 6 月 4 日

【審議事項】
⑴	協会の専務理事 及び 常務理事の承認について
⑵	保証協会 山梨本部の専任幹事 及び 常任幹事の承認について 
⑶	協会の専門委員会・特別委員会等の承認について 
⑷	保証協会 山梨本部の委員会等の承認について
⑸	協会の正副ブロック長の選任について
⑹	全宅連・全宅保証の理事 候補者の選出について
⑺	全宅連 東日本地区 指定流通機構協議会への幹事・評議員候
補者の派遣について

⑻	（一社）全国賃貸不動産管理業協会への理事候補者の派遣に
ついて

⑼	（公社）首都圏不動産公正取引協議会への理事・委員候補者
の派遣について

⑽	入会者等について
【業務執行報告事項】
⑴	令和元年（ワ）第１５８号 損害賠償請求（役員等の責任追及
の訴え）事件について

【その他】
⑴	行事予定について
①	銀行の他業規制等の緩和における不動産仲介業務の規制緩
和阻止について
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羽田トラスト不動産 羽田　清正 富士吉田市上吉田 ７ - ３ -１３
組織替入会者

免 許 番 号 山梨県知事（1）2520
商号又は名称 いちえ不動産㈱
代 表 者 渡邉　　十
宅地建物取引士 渡邉　　十
事務所所在地 南都留郡西桂町小沼248-6
電 話 番 号 0555-28-5255
ＦＡＸ番号 0555-28-5256

適切なご提案とアドバイスを心掛けて、常に顧客目線を忘れずに地域社会のお役
に立てればと存じます。どうぞよろしくお願い致します。

免 許 番 号 山梨県知事（1）2522
商号又は名称 山一不動産
代 表 者 依田　　久
宅地建物取引士 依田　　久
事務所所在地 山梨市上神内川1665
電 話 番 号 0553-22-0546
ＦＡＸ番号 0553-23-0086

新規入会させて頂きました。お客様やオーナー様等、地域の皆様に少しでも貢献
できるよう努力して参ります。ご指導の程、よろしくお願い致します。

免 許 番 号 山梨県知事（1）2523
商号又は名称 ㈱ＮＥＸＴ　ＳＴＹＬＥ
代 表 者 松澤　正博
宅地建物取引士 松澤　正博
事務所所在地 甲府市上石田3-7-5　パールウェイ・トレイディングビル
電 話 番 号 055-267-5228
ＦＡＸ番号 055-267-5229

不動産業界の更なる発展のため、誠心誠意努めてまいります。
ご指導のほどとよろしくお願い致します。

免 許 番 号 山梨県知事（1）2524
商号又は名称 エムワイ不動産
代 表 者 横森　正喜
宅地建物取引士 横森　正喜
事務所所在地 甲府市朝気3-4-12
電 話 番 号 055-235-3169
ＦＡＸ番号 055-226-8510

長年の建築業界の経験を活かし、お客様に信頼をいただけるよう努めてまいる所
存です。「年齢に負けないぞ」。よろしくお願い致します。

免 許 番 号 山梨県知事（1）2525
商号又は名称 ㈱ユータイム
代 表 者 廣瀬　大士
宅地建物取引士 小野　友紀
事務所所在地 甲府市徳行2-5-21　101
電 話 番 号 055-242-8372
ＦＡＸ番号 055-242-8373

お客様に寄り添い、地域社会の発展に貢献できるよう努めて参ります。
ご指導の程よろしくお願い致します。

免 許 番 号 国土交通大臣（1）9690
商号又は名称 トヨタホームふじ㈱　山梨営業所
代 表 者 内藤　俊治
宅地建物取引士 内藤　俊治
事務所所在地 中巨摩郡昭和町河西1043
電 話 番 号 055-275-1234
ＦＡＸ番号 055-275-7806

トヨタホームふじ㈱は、本年4月1日に統合により発足しました。信頼に応えられ
るよう努力してまいります。

免 許 番 号 山梨県知事（1）2519
商号又は名称 ㈱エヌハウス
代 表 者 中谷　泰久
宅地建物取引士 中谷　泰久
事務所所在地 甲府市西下条町996-1
電 話 番 号 055-269-7326
ＦＡＸ番号 055-269-7327

注文住宅の建築を主としておりますが、不動産取引の経験を積み、お客様に良い
提案が出来る様努力します。

免 許 番 号 山梨県知事（1）2521
商号又は名称 ホンダ自動車販売㈱
代 表 者 藤本　隆志
宅地建物取引士 藤本　智恵
事務所所在地 富士吉田市中曽根4-5-15
電 話 番 号 0555-30-0300
ＦＡＸ番号 0555-24-7300

宜しくお願い致します。

　宅地建物取引業を営むためには、各都道府県知事または国土交通大臣の免許を取得し、営業保証
金の供託若しくは保証協会への加入（弁済業務保証金の供託）を行う必要があります。
　不動産の取引については、必ず上記の手続を経た正規の宅建業者と行ってください。
　以下は、この度新たに山梨県知事及び国土交通大臣による免許を取得し、（公社）山梨県宅地建
物取引業協会及び（公社）全国宅地建物取引業保証協会に入会した宅建業者です。

新顔です
よろしく

こ ん に ち は

（公社）山梨県宅地建物取引業協会について
　当協会は県内の約80％の宅建業者が加盟し、宅地建物取引業務の適正な運営と
公正な取引を確保するため、各種研修や指導等を通じて、会員の品位の保持と資
質の向上に努めております。
　入会に際しても厳正なる基準のもと審査会を行い、品位や資質について問題が
ないと認められた場合にのみ、入会が許可されております。
　また当協会員は、（公社）全国宅地建物取引業保証協会へも同時に加入し、万一
消費者が会員との取引により損害を被った時には、保証協会にて相互の事情を調
査の上、弁済業務の対象になると判断された場合、保証協会が、限度額の範囲内
で会員に代わって弁済を行う『弁済業務保証金制度』が適用されます。

免 許 番 号 山梨県知事（1）2527
商号又は名称 ㈱ベリタス
代 表 者 大久保　麻葵
宅地建物取引士 佐野　寿久
事務所所在地 笛吹市石和町小石和230-6
電 話 番 号 055-263-7777
ＦＡＸ番号 055-263-7778

この度は入会させて頂きありがとうございます。
ご指導の程よろしくお願い致します。

㈱東山土木建築 東山　和広 上野原市上野原３２７１
中部日本開発㈱ 長澤　　肇 甲斐市竜王新町２１０８
㈱はやぶさ地所　平和通り店 原　美奈子 甲府市伊勢 １ - ４ - ５ 　第 ２平和ビル１０２
㈲チームトラスト 羽田　清正 甲府市下飯田 ２ - ３ -２０
サンライズ 梶原十三子 南都留郡富士河口湖町船津３４６２-１１
昭和測量㈱ 小林日登士 甲府市中央 ３ -１１-２７
鳴沢森林開発㈱ 長谷川健治 南都留郡鳴沢村７３２８-４１
㈱けやき総合管理　甲府アネックス店 齊藤　　裕 甲府市相生 １ -１５- ７
トヨタホーム山梨㈱ 早野　　潔 中巨摩郡昭和町河西１０４３
エステート結（同） 矢﨑　守仁 山梨市上之割108- 4

廃業・退会者
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我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚
し、ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこた
えることを誓うものである。

倫　理　綱　領

公益社団法人	全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人	山梨県宅地建物取引業協会

１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもっ
て社会に貢献する。

１．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的
知識の向上に努める。

１．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
１．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
１．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力に
よって業界秩序の確立と組織の団結に努める。

令和 2年 7月発行第 178号
発 行 所／山梨県甲府市下小河原町 237-5　山梨県不動産会館　TEL.055-243-4300（代）
発行責任／公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会／公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会山梨本部
発 行 人／長田　満　　編集／消費者支援業務委員会

公益社団法人とは

　公益法人とは、公益の増進を図ることを目的として法人の設立理念に則って活動する民間
法人のことです。民間非営利部門の一翼として様々な民間公益活動を担っており、社会を支
える重要な役割を果たしています。

－公益認定を受けると、守らなければならないことがあります－

遵守事項

〇公益目的事業比率は50/100以上
〇遊休財産額は一定額を超えないこと
〇寄附金等の一定の財産を公益目的事業に使用・処分
〇理事等の報酬等の支給基準を公表
〇財産目録等を備置き・閲覧、行政庁へ提出　等

監督措置

〇報告徴収
〇立入検査
〇勧告・命令
〇認定の取消し
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甲州市民
文化会館

青橋

下西

仲沢ガード北

仲沢ガード南

甲州市民
文化会館前

●南アルプス市役所白根支所　2階大会議室
　（健康福祉センター）

●甲府市役所本庁舎　4階市民相談室

●笛吹市役所本庁舎　2階201会議室

●富士吉田市役所本庁舎　2階東会議室

●甲州市民文化会館　3階第1研修室

●山梨市役所西館　2階会議室

南アルプス市
午後1時30分～午後4時

甲府市

笛吹市
午前10時～正午　午後1時～午後3時

富士吉田市

甲州市 毎月第3木曜日
午後1時～午後3時

山梨市
午前10時～正午　午後1時～午後3時

◉以下の地域でも相談を承っています。なお、地域の相談員は、（公社）山梨県宅建協会が委嘱した者です。

地域の相談所の正確な開催日時はホームページ又はTEL055-243-4300にお問い合わせください。

偶数月第3水曜日毎月第3水曜日

原則毎月20日前後原則毎月20日
午後1時～午後4時

毎月第3木曜日
午後1時30分～午後4時

URL  http://yamanashi-takken.or.jp

宅
建
や
ま
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し
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相談日　毎週火、金（祝日、その他特定日を除く）
午前10時〜正午　　午後1時〜午後4時
甲府市下小河原町237-5　山梨県不動産会館

TEL 055-243-4304

不動産に関するお悩みは

不動産無料
相談所へ

●（公社）山梨県宅
地建

物取引業協会及び（公
社）

全国宅地建物取引
業保

証協会山梨本部は
不動

産無料相談所を開
設し

ており、不動産全
般の

疑問、不安や悩み
につ

いて専門相談員が
適切

なアドバイスを致しま
す。


